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市 長 決 裁

（目的）

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第123号）第76条の３および児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第33条の18に規定する指定障害福祉サービス等の

情報公表に関し必要な事項を定めることにより、情報公表に係る事務を

効率的かつ円滑に行うことを目的とする。

（基準日）

第２条 基準日は、毎年度４月１日とする。

（実施期間）

第３条 実施期間は、毎年度４月１日から３月31日までの１年間とする。

（情報の公表を行う指定障害福祉サービス等の種類）

第４条 情報の公表を行う指定障害福祉サービス等は、次のとおりとする。

(1) 指定障害福祉サービス（共生型障害福祉サービスを含む。）

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、

指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括

支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労選択支援、指定就

労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援

助および指定共同生活援助

(2) 指定地域相談支援

指定地域移行支援および指定地域定着支援

(3) 指定計画相談支援

(4) 指定通所支援（共生型通所支援を含む。）

指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援（指定発達支援医療機

関が行うものを除く。）、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問

型児童発達支援および指定保育所等訪問支援



(5) 指定障害児相談支援

（報告の対象となる事業者）

第５条 報告の対象となる事業者は、基準日より前において前条に規定す

る指定障害福祉サービス等を提供している事業者とし、基準日以降新た

に前条に規定する指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者につ

いては、指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとするときに対象

とする。ただし、災害その他情報公表に係る報告を行うことができない

ことにつき正当な理由がある事業者を除く。

（報告の単位）

第６条 情報の報告は、指定障害福祉サービス等事業所単位で行うものと

する。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援

法施行規則」という。）第65条の９の８第３号および児童福祉法施行規

則（昭和23年厚生省令第11号）第36条の30の４第３号に規定する経営情

報（以下「障害福祉サービス等事業者経営情報」という。）の報告は、

事業所ごとの会計区分を行っていない場合その他のやむを得ない場合に

は、法人単位で行っても差し支えないものとする。

（報告の内容）

第７条 情報の内容は、次のとおりとする。

(1) 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者につ

いては、障害者総合支援法施行規則第65条の９の８および児童福祉法

施行規則第36条の30の４の規定に基づき、別添１基本情報および別添

２運営情報ならびに別添３経営情報とし、当該情報の項目ごとに特に

時期を定めるもののほか、報告期限前の新しい情報を報告するものと

する。

(2) 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようと

する事業者については、別添１基本情報を報告するものとする。

２ 前項第１号の報告に当たっては、障害福祉サービス等事業に係る事項

のみを対象とすることを基本とする。ただし、医療・介護サービスに係

る事業を併せて実施している場合であって、収益および費用について当



該事業と障害福祉サービス等事業との記載が区分されていない場合には、

当該事業に係る部分について除外せずに報告しても差し支えないものと

する。

３ 前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合にお

ける別添３経営情報に掲げる事項については、できる限り障害福祉サー

ビス等事業に係る事項のみを報告するものとする。

４ 別添１基本情報の２の「事業所等の財務状況（財務諸表等による直近

年度の決算資料）」に係る事業所等の財務状況が分かる書類は、原則と

して、直近の事業年度を終えた時点で作成した財務諸表（事業活動計算

書（損益計算書）、資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）および

賃借対照表（バランスシート））を報告するものとする。ただし、会計

基準上これらの作成が求められていない場合その他の事情がある場合に

は、資産、負債および収支の内容が分かる簡易な計算書類を報告しても

差し支えないものとする。

５ 第２項に規定する収益および費用の内容と会計基準上の勘定科目との

対応関係は、別添４のとおりとする。

（報告の方法）

第８条 事業者は、「障害福祉サービス等情報公表システム」（以下「公

表システム」という。）を通じ報告することとする。ただし、公表シス

テムを通じて報告できないやむを得ない事情がある場合については、郵

送による報告とする。

（報告の開始）

第９条 報告の開始は、次のとおりとする。

(1) 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者

報告年度の５月１日

(2) 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようと

する事業者

当該事業者指定を受けた日

（報告の期限）

第10条 報告の期限は、次のとおりとする。



(1) 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者

報告年度の７月31日

(2) 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようと

する事業者

当該事業者指定を受けた日から１か月以内

（情報の更新）

第11条 情報の更新は、次のとおりとする。

(1) 法人および事業所等の名称、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、ホー

ムページおよびメールアドレスは、指定障害福祉サービス等事業所の

情報として重要な事項であるため、当該事項について修正又は変更が

あった場合は、速やかに秋田市に報告することとする。

(2) 前項以外の情報については、年１回の定期的な報告において情報を

更新することとする。

（障害福祉サービス等情報の公表時期）

第12条 障害福祉サービス等情報（障害福祉サービス等事業者経営情報を

除く。）の公表時期は、次のとおりとする。

(1) 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者

報告後２か月以内

(2) 基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようと

する事業者

報告後１か月以内

２ 障害福祉サービス等事業者経営情報は、属性等に応じたグルーピング

その他の分析をした上で、当該分析結果を毎年度公表するものとする。

（公表情報に関する苦情等）

第13条 公表されている情報（以下「公表情報」という。）に関する苦情

等は、次のとおりとする。

(1) 公表情報に関する苦情等の窓口は、秋田市障がい福祉課障がい福祉

担当とする。

(2) 公表情報に関する利用者等からの苦情等については、事業者に対し

て照会等を行い、適切な説明が得られた場合は、利用者等に説明を行



うとともに、公表情報の訂正が必要な場合は、事業者から公表情報の

訂正の報告を受けた後、速やかに公表するものとする。

(3) 公表情報に関する苦情等については、対応の経過を記録するものと

する。

（障害福祉サービス等事業者経営情報の取扱い）

第14条 秋田市が事業者から報告を受けた障害福祉サービス等事業者経営

情報については、情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理

のために必要かつ適切な措置を講ずることとし、他人に知らせ、又は不

当な目的に利用することがないよう留意し、障害福祉サービス等情報公

表制度の目的に沿って取り扱うものとする。

附 則

この要綱は、令和６年６月27日から施行し、同年４月１日から適用す

る。

附 則

（施行期日）

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年９月17日から施行し、同年８月29日から適用する。

ただし、第４条の改正規定は、同年10月１日から施行する。


